
令和元年7月作成

（計算例）

那覇市上下水道局　お客様センター
TEL ９４１－７８０４・７８３４

◎水道料金及び下水道使用料の求め方（速算式）

※この計算式は、令和元年12月分から適用します。消費税率 10%【 口径：13・20mm 】

水道料金は下記の「水道料金計算式」の該当する水量の欄の計算式を使用して算出でき
ます。
下水道使用料も同様に「下水道使用料計算式」の該当する水量の欄の計算式を使用して
算出できます。

0 ～ 5 水量× 56円 ＋ 631円

6 ～ 10 水量× 104円 ＋ 391円

11 ～ 15 水量× 146円 － 29円

16 ～ 25 水量× 176円 － 479円

26 ～ 35 水量× 218円 － 1,529円

36 ～ 50 水量× 254円 － 2,789円

51 ～ 100 水量× 283円 － 4,239円

101 ～ 300 水量× 308円 － 6,739円

水量× 327円 － 12,439円301以上

水道料金計算式

水量(ｍ3) 計算式（13、20mm用）

0 ～ 10

11 ～ 30 水量× 85円 － 211円

31 ～ 50 水量× 101円 － 691円

51 ～ 100 水量× 138円 － 2,541円

101 ～ 300 水量× 165円 － 5,241円

301 ～ 1,000 水量× 200円 － 15,741円

1,001 ～ 8,000 水量× 210円 － 25,741円

水量× 220円 － 105,741円

639円

8,001以上

下水道使用料計算式

水量(ｍ3) 計算式

7 ｍ3 × 104円 ＋ 391円 ＝ 1,119円 (税込)

639円 ＝ 639円 ( 〃 )

合計 1,119円 ＋ 639円 ＝ 1,758円 ( 〃 )

× 10 ÷ 110 ＝ 101円 (税額)

× 10 ÷ 110 ＝ 58円 ( 〃 )

合計 101円 ＋ 58円 ＝ 159円 ( 〃 )

33 ｍ
3 × 218円 － 1,529円 ＝ 5,665円 (税込)

33 ｍ3 × 101円 － 691円 ＝ 2,642円 ( 〃 )

合計 5,665円 ＋ 2,642円 ＝ 8,307円 ( 〃 )

× 10 ÷ 110 ＝ 515円 (税額)

× 10 ÷ 110 ＝ 240円 ( 〃 )

合計 515円 ＋ 240円 ＝ 755円 ( 〃 )

2,642円

水道料金
下水道使用料

○使用水量が「7ｍ³」の場合

○使用水量が「33ｍ³」の場合

水道料金
下水道使用料

※消費税額(円未満切捨て)

水道料金

※消費税額(円未満切捨て)

水道料金
下水道使用料

1,119円
639円

下水道使用料
5,665円


